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 岸和田市長 永野 耕平 殿 

 

 

 

    近畿経済産業局長 伊吹 英明      

 

 

 

導入促進基本計画の同意について 

 

 

 中小企業等経営強化法第４９条第 1項の規定に基づき、令和５年５月１０日をもっ

て同意に係る協議のあった導入促進基本計画については、同条第３項の規定に基づき

同意する。 

 

 



様式第 20 

 

 

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画の協議書 

 

 

   令和５年５月 10 日 

 

 

近畿経済産業局長 伊吹 英明 殿 

 

 

岸和田市長 永野 耕平 

 

 

 

 中小企業等経営強化法第４９条第１項の規定に基づき、別紙の導入促進基本計画の

同意を得たいので協議します。 

 

 

  



別 紙 

 

導入促進基本計画 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

本市の総人口は、平成 17 年の 201,000 人をピークに減少し、令和５年４月１

日時点で 188,834 人となっている。 

将来推計人口においても減少傾向と見込まれ、そのうち、年少人口・生産年齢

人口の割合は減少傾向、老年人口の割合は増加傾向が見込まれる。 

本市の基幹産業である製造業に着目すると、特化係数（付加価値額）において、

木材・木製品製造業（8.995）、繊維工業（4.5745）、金属製品製造業（4.3473）、

鉄鋼業（3.8862）が上位となっているものの、労働生産性指数では木材・木製品

製造業（1.4092）を除き低水準となっている。また、卸売業・小売業では、建築

材料,鉱物・金属材料等卸売業（2.651）、飲食料品小売業（1.5168）が特化係数（付

加価値額）で高水準であるが、労働生産性指数はいずれも低水準となっている（数

値はいずれも 2016 年：地域経済分析システム RESAS 調べ）。 

 つまり、市内中小企業は高品質な製品を製造・提供している一方、効率的に利

益をあげている状況ではないことから、先端設備等の導入を促進することで、中

小企業等の労働生産性の向上を目指す。 

 

（２）目標 

   今後、少子高齢化の更なる加速が懸念されることから、既存産業の高度化、製

品の高付加価値化の促進による将来有望な産業への転換やその創出に努め、労働

生産性の向上を支援することで、将来にわたる岸和田市の産業活性化と地域経済

の持続的な発展を目指す。 

   
（対象項目及び目標値） 

 
 
 

 

（３）労働生産性に関する目標 

  先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性（中小企業等の経営強化に関

する基本方針に定めるものをいう。）が年率３％以上向上することを目標とする。 

 

２ 先端設備等の種類 

本市は、豊富な地域資源を活かした農林水産業をはじめ、製造業、サービス業

と多様な業種により本市内経済並びに雇用が支えられており、本市の産業活性化

項 目 目標値 

承認件数 30 件/年  



と地域経済の持続的な発展のためには、広く事業者の生産性向上を実現する必要

があることから、中小企業等経営強化法施行規則第７条第１項に定める先端設備

等全てとする。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

本市は海から山にかけて豊かな地域資源が存在し、多様な産業が形成されてい

ることから、地区を限定せず、本市行政区域全域を対象とし、広く地域経済の活

性化を図る。 
（２）対象業種・事業 

地域経済を支える素材、部品加工分野を中心とした製造業の設備投資を促進す 

ることによる生産力の増加や既存工場の生産能力の増強だけでなく、非製造業の

投資促進も図り、地域経済の活性化及び好循環を目指し、全業種・事業を対象と

する。 
 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

令和５年６月７日から令和７年３月３１日までとする。 

計画期間は原則として２年間であるところ、市全体及び商工労働分野における

施策の方向性が会計年度等の始期である４月に切り替わることから、これらとの

協調・連動を図るため、本計画の終期を令和７年３月３１日とする 。 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

３年間、４年間、５年間とする。 
 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

① 労働生産性の向上のため、先端設備等を導入するにあたり、人員削減を目的と

したものでないこと。 

② 公序良俗に反する取組や反社会的勢力との関係が認められるものについては、

先端設備等導入計画の認定の対象としない。 

③ 企業の事業活動は、地域の環境に大きな影響を与えることから、環境負荷の低

減に向けた十分な配慮を行い、公害の防止に努める。 

 


